
 

研究費の不正使用に関する調査結果 
 
 
Ⅰ．経緯・概要 

1.発覚の時期及び契機 

令和 6年 3月 14 日、環境・社会理工学院に在籍する学生に対し、「東京工業大学における教育研究資金

の適正な運営・管理に関する規則（以下、「運営・管理規則」という。）」に抵触すると疑われる行為が行

われている旨の通報があり、令和 6年 3月 21日に当該通報を受理した。 

 

2.調査に至った経緯等 

「東京工業大学における教育研究資金の不正使用についての調査等に関する規則」（以下、「調査規則」

という。）に基づき、通報の行為が行われた可能性など通報内容の合理性、調査可能性について予備調査

を行った結果、調査は可能と判断し、令和 6 年 4年 16 日に「教育研究資金の不正使用に関する調査委員

会（以下、「調査委員会」という。）」を設置して調査を開始した。 

 

Ⅱ．調査（経過措置により運営・管理規則及び調査規則を適用） 

 1.調査体制 

氏名 所属・職名 備考 

桑田 薫 
東京工業大学 理事・副学長（研究・ダ

イバーシティ担当）（R6.9.30まで） 
委員長 

波多野 睦子 
東京科学大学 理事・副学長（研究・産

学官連携担当）（R6.10.1から） 
委員長 

湯浅 英哉 

東京工業大学 副学長（総合安全・コン

プライアンス担当）（R6.9.30まで） 

東京科学大学 副学長（すずかけ台地区

安全、環境保全担当）（R6.10.1から） 

 

大塚 健司 ペンデル税理士法人 公認会計士 会計事務に関する専門知識を有する者 

末次 茂雄 東京ミレニアム法律事務所 弁護士 法律に関する専門知識を有する者 

高橋 俊太郎 長谷一雄法律事務所 弁護士 法律に関する専門知識を有する者 

 

 2.調査内容 

(1)調査期間 

 令和 6年 4月 16日～令和 7年 1月 31日  

 

(2)調査対象 

 調査対象者:環境・社会理工学院 博士課程学生（氏名非公表） 

 調査対象経費：「科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業」において、令和

4 年度及び令和 5 年度に支出された調査対象者に関わるすべての研究費（以下、「フェ

ローシップ経費」という。） 

         

(3)調査方法 

   調査対象者に関わる支出関係証憑書類（全 11 件）の精査、関係者のヒアリング及び研究室への立入調

査による物品の現物確認を実施 

 



 

(4)調査委員会の開催日時・内容等 

令和 6年 5 月 2 日  第 1回調査委員会 関係書類の確認と調査方針の確認 

令和 6年 5 年 31日    調査対象者、教授、関係学生へのヒアリング及び当該研究室と調査対象者及

び関係学生宅への立入調査を実施（調査対象者と教授に対し、フェローシッ

プ経費及び研究専念支援金の一時的執行停止の通知） 

令和 6年 7 月 1 日  調査対象者、教授、関係学生、通報者へのヒアリングを実施 

令和 6年 7 月 10日  事務支援員（秘書）へのヒアリングを実施 

令和 6年 8 月 30日  第 2回調査委員会 教育研究資金の不正使用認定について審議 

令和 6年 11 月 28日  第 3回調査委員会 調査報告書案の審議 

令和 7年 1 月 20日  第 4回調査委員会 調査報告書案の審議 

令和 7年 1 月 30日  第 5回調査委員会 調査結果の確定 

令和 7年 1 月 31日  資金配分機関に調査結果を報告 

令和 7年 2 月 4 日  通報者に調査結果を通知 

令和 7年 2 月 5 日  調査対象者及び教授に調査結果を通知 

令和 7年 3 月 6 日  調査対象者及び教授から不服申立書を受領 

令和 7年 3 月 25日  第 6回調査委員会 不服申立書に係る棄却を決定 

令和 7年 3 月 26日  調査対象者及び教授に不服申立書の棄却を通知 

            

Ⅲ．調査結果 

  1.不正の種別 

   ・運営・管理規則第 18条第 5号「大学に不当に請求し、正当ではない金額を大学に支払わせる行為」

に該当 

    

  2.不正に関与した研究者等 

   ・不正に直接関与した者 

 環境・社会理工学院 博士課程学生（氏名非公表） 

   ・不正に直接関与していないが善管注意義務に違反した者 

 環境・社会理工学院 教授（氏名非公表） 

 

  3.不正が行われた研究課題     

   「科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業」 

 

4.不正の具体的な内容 

   ・動機、背景 

     必ずしも明確な動機は確認できなかったものの、調査対象者は、研究費の支出手続きや経理処理

に関する認識が不十分であり、学内の諸規則を遵守するコンプライアンス意識が欠如していたこと

が背景となっている。加えて、予算詳細責任者かつ当該研究室の実質的な責任者である教授が、運

営・管理規則に定める予算詳細責任者としての責務を著しく怠っていたことも、今回の事案を招い

た一因となった。 

           

・手法 

     調査対象者は、関係学生が個人的に使用する目的で購入したデスクトップ型モニターのクレジッ

ト明細を使用し、自身の立替払として大学へ請求手続きを行い、令和 6年 1月 19日に大学から代金

の振込を受けた。 



 

   

   ・不正に支出された研究費の額（令和 5年度）                   

    36,799円 

 

   ・私的流用の有無 無 

 

  5.調査結果を踏まえた結論と判断理由 

 

    (1)運営・管理規則第 18 条第 5号「大学に不当に請求し、正当ではない金額を大学に支払わせる行

為」 

調査対象者がなぜ不当に請求をしたかの明確な動機については確認できなかったが、研究費の

支出手続きや経理処理に関する認識が不十分であり、また、立替払の請求手続きを秘書が代理で

行ったことを考慮しても、他人名義のクレジット明細であることを秘書に伝達しなければ、その

代金が調査対象者自身に支払われることは容易に想像できる。よって、調査対象者が他人名義の

クレジット明細を使用し、大学から自身の口座へ振り込ませた行為は、運営・管理規則第 18条第

5号に規定する「大学に不当に請求し、正当ではない金額を大学に支払わせる行為」であり、調

査対象者が不正に直接関与した者に該当するものと判断した。 

また、関係学生は一貫して当該モニターは個人的に使用する目的で購入したことを主張してい

る。実際、関係学生の自宅で使用されていることから、その使用の大半は関係学生が個人的に使

用していることが明白であり、さらに調査対象者から当該モニター代金が関係学生の口座に振り

込まれた際、関係学生は当該代金の取扱いを大学に相談していることからも、関係学生は不正使

用を行った者及び不正使用に関与した者には該当しないと判断した。 

なお、調査対象者は、自身の口座に振り込まれた当該モニター代金を、同年 4月 23日に関係学

生に振り込んでいる。よって、調査対象者による研究費の私的流用は無かったものと判断した。 

    

    (2)運営・管理規則第 11 条第 2項、第 3項、第 4項に抵触する行為 

 運営・管理規則第 11条第 2項では、「予算詳細責任者は、法令等に則り、予算詳細ごとの教育  

研究資金の予算執行を行わなければならない。」、同条第 3項では、「予算詳細責任者は、予算

詳細ごとの教育研究資金について、教育研究等業務の進捗状況及び予算執行の状況を厳格に管理

しなければならない。」、同条第 4項では「予算詳細責任者が第 14条の規定に基づく発注業務を

行った場合、発注先選択の公平性及び発注金額の適正性の説明責任等は、予算詳細責任者に帰属

するものとする。」と規定されている。 

      当該教授は、フェローシップ経費の予算詳細責任者となっているが、予算詳細責任者としての

自覚を持たず、物品購入手続き全般を秘書に任せ、必要書類を自身が確認することなく秘書に印

鑑を預け押印させていた行為が漫然と日常的に行われていた実態からも、当該研究室では、教授

による予算詳細責任者としての責務が果たされておらず、当該教授による大学の諸規則を遵守す

るコンプライアンス意識の欠如が、今回の事案を招いた一因となっている。 

よって、本件は、調査対象者の物品購入手続きに係る経費執行ルールの認識の欠如及び予算詳

細責任者かつ当該研究室の実質的な責任者である教授が、運営・管理規則に定める予算詳細責任

者としての責務を著しく怠っていたことに起因する「不適切な経理処理」に該当するものであ

り、秘書に印鑑を預けて経理処理を任せきりにしていたこと、また、納品事実の確認を行わずに

秘書に納品・履行確認書を作成させ、当該書面に押印させていたことは、予算詳細ごとの教育研

究資金の予算執行を行っているとはいえず、また、予算執行の状況を厳格に管理しているともい



 

えず、さらには、発注先選択の公平性及び発注金額の適正性の説明責任等を果たせるような状態

にあったともいえない。 

このように、予算詳細責任者としての全般的な管理責任を果たさなかったことは、運営・管理

規則第 11条第 2項、第 3項、第 4項に抵触し、当該教授が不正に直接関与していないが善管注意

義務に違反した者に該当するものと判断した。 

 

Ⅳ.不正の発生要因と再発防止策 

 

 1.不正の発生要因 

   関係者へのヒアリングを通じて確認できた事実から、調査対象者の研究費支出手続きや経理処理に関

する認識が不十分であったこと、また、所属研究室において杜撰な予算執行が行われていたことが不正

の発生要因として挙げられる。 

    

2.再発防止策 

本学では、「教育研究資金不正防止計画」及び文部科学省が定める「研究機関における公的研究費の

管理・監査のガイドライン（実施基準）」に基づき、これまで各種取組を進めている。本件事案は、本

学の検収・現物確認の体制に問題はなく、調査対象者が研究費の支出手続きや経理処理に関する認識が

不十分であったこと、また、当該研究室の教授が予算詳細責任者としての責務を果たしていなかったこ

とで発生した事案である。今後は以下の再発防止策を講じることにより万全を期すこととしたい。 

   

  (1)教育研究資金の不正使用及び不適切な経理処理に関する注意喚起及び学内 WEBサイトの充実 

   学内の公正な研究活動に関する研修会、会計事務に関する研修会において、当該事案を具体的に取り

上げ、教育研究資金の不正使用及び不適切な経理処理に関する注意喚起を行い、研修会受講者に対して

受講内容の遵守義務についての意識付けを図る。また、本学における教職員向けホームページへ掲載

し、研究者等（外部資金に採択されている学生も含む）の責任や教育研究資金の適正な執行・管理につ

いて更なる周知を図る。併せて、学内コミュニケーションツール（slack）においても情報発信を行い、

周知を図る。 

 

  (2)支出に関する各種様式作成に係る注意喚起 

   上記の研修会において、立替金支払請求書は、立替払を行った本人が作成すること（外国人研究者や

留学生が立替払を行った際には英語版様式を本人が作成すること）、やむを得ず秘書等が代理で作成す

る場合も、予算詳細責任者及び立替払を行った本人の同意を得た上で作成することを改めて注意喚起

し、日頃から適切な経費執行を行うことを意識づける。また、研究室内での印鑑の管理が適切になされ

ていなかった当該事案を踏まえ、納品・履行確認書は納品事実の確認を行った上で作成する必要がある

ことも含め、支出に関する各種様式作成に係る予算詳細責任者の責務（予算詳細執行支援者の監督責任

を含む）についても注意喚起を行い、コンプライアンス意識の向上を図る。併せて、学内コミュニケー

ションツール（slack）においても情報発信を行い、周知を図る。 

 

Ⅴ．その他（公表時までに行った措置の内容） 

   ・関係者の処分 

 学内規則に則り厳正に対処した。また、不正に関与した研究者等に対し、学内の処分を検討する

委員会が認定した金額について返還させる措置を講じた。 

 

以 上 


